
社会福祉法人伊佐市社会福祉協議会役員等の 

報酬及び費用弁償に関する規程 

 

（目 的） 

第１条 この規程は、社会福祉法人伊佐市社会福祉協議会の役員等（以下｢役員等｣という。）

の報酬及び費用弁償の額並びに支払方法等について必要な事項を定める。 

 

（報 酬） 

第２条 役員等の報酬の額は、次のとおりとする。 

 

  （１）会長  月額 ６０，０００円 

 

  （２）理事、評議員  日額 ４，０００円 

 

  （３）監事 決算監査時 日額 １０，０００円（但し、決算監査以外は４，０００円） 

 

  （４）評議員選任・解任委員会委員 日額 ４，０００円 

 

  （５）その他委員会の委員  日額 ４，０００円 

 

  （６）心配ごと相談員    日額 ４，０００円 

 

（報酬の支給方法） 

第３条 月額報酬は、翌月１０日（土､日、休日と重なったときは、その前日とする。）に支

給する。また、災害その他特別な事情が発生したときは、支給日を変更することが

できる。 

 

  ２ 月額報酬の支給を受けていた者が、月の中途で交代となった場合は日割り計算によ

り支給する。 

 

  ３ 日額報酬は、当日支給する。 

 

（費用弁償） 

第４条 役員等が公務のため旅行するときは、費用弁償として旅費を支給する。 

 

  ２ 前項に規定する旅費は、当社会福祉協議会の旅費規程による。 

 

（会長の勤務日及び時間） 

第５条 会長の勤務日は、毎週月、水、金曜日の３日とし、その日の午前 10 時から午前 12

時を原則とする。ただし、会長に病気、その他やむを得ない事由が生じた場合はこの

限りでない。 

 

 

  附 則 

 

この規程は、平成２０年１１月１日から施行する。 

この規程は、平成２９年４月１日から施行する。 


